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※本申請書に、記載すべき事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。 

 

 

資料４ 



実施主体：大野地区交通対策協議会

・ 交通対策協議会を開催し、運行状況等について協議を行い利便増進を実施

・ 回数券、利用促進チラシ等を作成し利便性の向上を目指す

実施主体：佐世保市

・ 時刻表、路線図、その他の情報を市ホームページで公開

実施主体：西肥自動車株式会社

・ 自社のホームページで情報等を掲載

● 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付

● 運行事業者…西肥自動車株式会社（バス事業者）

● 運行事業者決定の経緯

・

・ しかし、市内には多くのタクシー事業者があり、佐世保市タクシー協会内で調整をお願いしたが事業性
が低く本業への影響も大きいとの意見があり、またバス事業者からは既存バス路線を運行することへ
の反発もあったことから、協力できる事業者は無く、合意形成には相当の時間が見込まれ事業化が困
難な状態となった。

・ 当初、当該地区は上記１のとおり、人口集積があるものの道路環境が厳しく既存バスの運行は困難と
の判断から、地域の協議会における検討作業の中でもタクシー事業者によるジャンボタクシーの活用
を模索した。

　佐世保市大野地域は、市北部地域の拠点として商業、医療、教育施設等が集積している地域となってお
り、これらの施設を取り巻くように、松浦鉄道、西肥自動車等の公共交通機関が運行されている。
　しかし、当該地域は、三方を山に囲まれ、いわゆる「すり鉢状」の地形を有しており、限られた平坦地に公共
施設が林立する中、住宅は斜面地を中心に密集しているため、公共交通機関が発達している割に、交通不
便地域が散在するという特殊な移動環境となっている。
　坂が多い地理的特性のため、道路の形状もつづら折りとなっている箇所が多く、幅員も狭隘で、総じて勾配
も急な状況となっており、平面的には短距離であっても、道のりでは相当の距離を移動しなければならず、高
齢者等にとっては身体的な負担も大きい。
　更に、昭和40年代頃から盛んに住宅開発が行われてきたことから、市の高齢化率の上昇率以上に、高齢
化が進展しているところであり、マイカーから公共交通機関への転換を図るニーズが多いにも拘らず、移動
環境が厳しいため、その促進が阻害されている。
　こうしたことから、市としては、交通不便地区から幹線へのフィーダー路線を整備し、フィーダーと幹線を連
携させることによって、潜在的な利用者の公共交通機関への誘導を図ることとし、移動弱者の安全・安心な
移動環境整備を促進する必要がある。

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果

（１）事業の目標

　令和7年度1回（1往復）当たりの目標平均乗客数を「3.1名以上」とする。
　※参考 令和5年度 1回当たり平均乗客数実績…2.5名。

（2）事業の効果

　岩下洞穴・瀬戸越団地線を維持することにより、周辺の集落の高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動
手段が確保される。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的な運行体系が実現できる。さら
には、外出促進・地域活性化にもつながる。

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者

運行事業者は平成24年度の運行開始時から引き続き同じ事業者が担当している。

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性

別紙

令和6年6月28日

佐世保市・佐々町地域公共交通活性化協議会



● その他資料として「時刻表」「ルート図」を別紙のとおり添付

　岩下洞穴・瀬戸越団地線を維持することにより、周辺の集落の高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手
段が確保される。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的な運行体系が実現できる。さらに
は、外出促進・地域活性化にもつながる。

13．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の総額、負担者及びその負担額
　　【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

「表６」を添付。
なお、佐世保市が国庫補助金を差し引いた差額分を負担することとしている。

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収支の改善に係る
　　計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用した利用促進策）
　　【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

　該当なし

（２）事業の効果

８．別表１の補助事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が
　　整備されている」と認めた市町村の一覧【地域間幹線系統のみ】

　該当なし

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期及びその他
　　特記事項【地域間幹線系統のみ】

　該当なし

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要【地域内フィーダー系統のみ】

「表5」を添付

11．車両の取得に係る目的・必要性
　　【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

岩下洞穴・瀬戸越団地線を運行するバス車両については、運行開始から12年が経過し、走行キロ数は約23万
キロを超え早急な買い換えが必要となっていることから、安全な輸送を確保するために買い換え車両を1台購入
する必要がある。

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果
　　【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

（１）事業の目標

　令和7年度1回（1往復）当たりの目標平均乗客数を「3.1名以上」とする。
　※参考 令和5年度 1回当たり平均乗客数実績…2.5名。

　該当なし

・ このため、タクシー事業とバス事業への影響を抑える対策は無いかという視点で再検討し、ジャンボタ
クシーと同程度の車両によるバス事業での運行という方法を事業者に提案したところ、民間バス事業
者から新たなバス事業の展開策として参加してみたいとの回答があった。

・ これについて佐世保市タクシー協会と協議を行い、バス事業者が本業の一環として取り組む事業につ
いては、タクシー事業者として反対する意向は無いとの確認ができ、バス事業者による運行となった。

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

　佐世保市から運行事業者（西肥自動車株式会社）への補助金額については、運行収入及び国庫補助額を
運行経費から差し引いた差額分を負担することとしている。

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法

・利用者数について、数値指標による評価を実施
・大野地区交通対策協議会において、運行状況・実績の共有や、地域住民の意見交換を実施

７．別表１の補助事業の基準ニに基づき、協議会が平日1日当たりの運行回数が3回以上で足りると
　　認めた系統の概要【地域間幹線系統のみ】



○…佐世保市・佐々町地域公共交通活性化協議会 ●…佐世保市地域公共交通会議

● 令和4年5月30日　書面により開催。事業内容等計画全体について協議【大野地域】

⇒ 参加委員全員異議なく承認を得る。

○ 令和4年8月23日　開催。令和3年度決算、佐世保市地域公共交通網形成計画の進捗状況について協議

⇒ 出席委員全員意義なく承認を得る

● 令和5年1月12日　開催。 事業の自己評価について協議【大野地域】

事業内容（運行区域）について協議【吉井地域】

⇒ 参加委員全員異議なく承認を得る。

○ 令和5年2月21日　開催。佐世保市地域公共交通持続化実施計画の変更について協議

⇒ 出席委員全員意義なく承認を得る

● 令和5年5月1日　書面により開催。事業内容（運行ルートの変更）計画について協議【大野地域】

⇒ 参加委員全員異議なく承認を得る。

○ 令和5年5月30日　開催。令和4年度決算、令和5年度予算、協議会規約等変更について協議

⇒ 出席委員全員意義なく承認を得る

● 令和5年6月29日　開催。事業内容等計画全体について協議【大野地域】

⇒ 出席委員全員異議なく承認を得る。

○ 令和5年9月4日　開催。持続化実施計画の効果検証結果、地域公共交通計画の進捗状況報告等

⇒ 出席委員全員意義なく承認を得る。

● 令和5年9月22日　書面により開催。事業内容（運行ルートの変更）計画について協議【大野地域】

⇒ 参加委員全員異議なく承認を得る。

● 令和6年1月16日　開催。事業の自己評価について協議【大野地域】

新規運行について協議【日宇地区】　事業内容（運行内容）について協議【宇久地域】

⇒ 出席委員全員異議なく承認を得る。

○ 令和6年2月21日　開催。令和6年度予算についての協議、次期計画素案の中間報告等

⇒ 出席委員全員意義なく承認を得る。

○ 令和6年5月1日　開催。 地域公共交通計画の変更について協議

⇒ 出席委員全員意義なく承認を得る。

● 令和6年6月12日　開催。事業内容等計画全体について協議。【大野地域】

⇒ 出席委員全員異議なく承認を得る。協議結果を活性化協議会へ報告。

○ 令和6年6月28日 事業内容等計画全体【大野地域】について、交通会議の協議結果もふまえたうえで、

会長の専決処分として決定。

【本計画に関する担当者・連絡先】

（E-mail） koukou@city.sasebo.lg.jp

（所　属） 地域未来共創部地域交通課

（氏　名） 木下　夏美

（電　話） 0956-24-1111（内線2777）

（住　所） 佐世保市八幡町１番１０号

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担額
　　【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

　該当なし

18．協議会の開催状況と主な議論

19．利用者等の意見の反映

　まめバスは平成25年4月から本格運行を開始。その後、路線統合などの利便性向上策を実施している。
　平成28年度には、住民の意向や利用状況を見ながら、路線延長及び利用の少ない便の見直しを行った。
　それ以来利用者は順調に伸びており、引き続き、詳細な分析や検討を重ねていくこととしている。

　該当なし

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性
　　【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

　該当なし

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果
　　【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

（１）事業の目標

　該当なし

（２）事業の効果
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(5
)

日
回

復
　

　
　

ｋ
ｍ

往
　

　
　

ｋ
ｍ

復
　

　
　

ｋ
ｍ

③

往
　

　
　

ｋ
ｍ

復
　

　
　

ｋ
ｍ

運
行

系
統

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

の
基

準
適

合
（
別

表
７

・
別

表
９

・
別

表
１

０
）

往
　

　
5.

1ｋ
ｍ

復
　

　
5.

1ｋ
ｍ

往
　

　
　

ｋ
ｍ

計
画

運
行

日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

24
5日

85
7.

5回
路

線
定

期
②

（
２

）
西

肥
バ

ス
大

野
バ

ス
停

で
平

戸
線

等
に

接
続

運 送 継 続 特 例 措 置



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交
通不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の
合計（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定す
る交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を
基に記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

地域公共交通網形成計画 平成27年6月11日 H29

2,428 峰地域 局長指定

1,451 瀬戸越団地地域 局長指定

交通不便地域等 3,879

人　口 対象地区 根拠法

市区町村名 佐世保市

人　口

人口集中地区以外
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の

取
得

計
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両
減

価
償

却
費

等
補

助
）（

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

）

イ
ロ

ハ

西
肥

自
動

車
(株

)
1

(1
)

岩
下

洞
穴

・
瀬

戸
越

団
地

線
小

型
1
3

R
6
.1

1
一

括

2
（
　

）

3
（
　

）

4
（
　

）

5
（
　

）

（注
）

５
．

「購
入

等
の

種
別

」に
つ

い
て

は
、

一
括

、
割

賦
又

は
リ

ー
ス

の
別

を
記

載
す

る
こ

と
。

市
区

町
村

名
バ

ス
事

業
者

等
名

申 請 番 号

運
行

の
用

に
供

す
る

補
助

対
象

系
統

名
（
申

請
番

号
）

乗
車

定
員

購
入

年
月

利
便

増
進

特
例

措
置

運
送

継
続

特
例

措
置

購
入

等
の

種
別

佐
世

保
市

補
助

対
象

車
両

の
種

別

１
．

「補
助

対
象

車
両

の
種

別
」に

つ
い

て
は

、
イ

欄
に

ノ
ン

ス
テ

ッ
プ

型
、

ワ
ン

ス
テ

ッ
プ

型
、

小
型

車
両

又
は

プ
テ

ィ
バ

ス
の

別
を

、
ロ

欄
に

ス
ロ

ー
プ

付
き

又
は

リ
フ

ト
付

き
の

別
を

、
ハ

欄
に

標
準

仕
様

（ノ
ン

ス
テ

ッ
プ

バ
ス

認
定

要
領

（平
成

２
２

年
６

月
４

日
付

け
国

自
技

第
４

９
号

又
は

平
成

２
７

年
７

月
２

日
付

け
国

自
技

第
７

５
号

）に
基

づ
く
認

定
を

受
け

た
も

の
）又

は
非
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準

仕
様

の
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を
記
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こ
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．
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定
員
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は
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数
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を
含

む
）に

立
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数
を

加
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た
数
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。

な
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、
立

席
は

座
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除

い
た

面
積

を
１

人
あ

た
り

の
専

有
面

積
0.

14
平

方
メ

ー
ト

ル
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除
し

た
数

と
す

る
（道

路
運

送
車

両
保

安
基
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．
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月
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入
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月
を

記
載

す
る

こ
と

。

４
．

「利
便

増
進
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送
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続

特
例

措
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は
、
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通
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増
進

計
画

又
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域
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客

運
送

サ
ー

ビ
ス

継
続

実
施

計
画

の
認

定
を

受
け

、
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
系

統
に

係
る

特
例

措
置

の
適

用
（別

表
９

又
は

別
表

１
０

）
を

受
け

た
補

助
対

象
系

統
の

運
行

の
用

に
供

す
る

場
合

の
み

「○
」を

記
載

す
る

こ
と

。
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池
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見
寺
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福
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池
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野
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跡
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駅
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社
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見
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野
線
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柚
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峰
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ﾛ
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４
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８
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班
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峠
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ン
プ
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上

工
業
高
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前

大
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ー
ル

四
条
橋

左
石
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前
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